
        

                     

         だより 

                                                 

      

 

 

                  

 

三田市社会福祉協議会 

 ボランティア活動センター 

〒669-1514 三田市川除 675 

三田市総合福祉保健センター内 1F 

℡079-564-0410  Fax 079-559-5945 

地域福祉係 広野本庄地域福祉支援室          

〒669-1316 三田市上井沢 28 番地の 1 

三田市広野市民センター内 １F 

℡079-560-5822  Fax 079-560-5823 

URL  http://www.sanda-shakyo.or.jp/ 

E メール vcen@sanda-shakyo.or.jp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 6月３日（金）点訳ボランティア どんぐり 有馬高校にて 

点

字

を

習

得

し

て

点

訳

活

動

を

行

え

る

よ

う

に

な

れ

ば

、

目

の

不

自

由

な

人

た

ち

の

手

元

に

届

く

読

み

物

の

種

類

や

数

が

増

え

、

今

の

何

倍

も

生

活

が

豊

か

に

な

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

 

点字に取り組むのは初めてという生徒さんも、自分の名前を打つ時は必死！紙に穴を開け

ずに打つのは一苦労のようでした。今はパソコンでの点訳という便利な方法もありますが、

やはりこの手打ちの作業は基本であると講師の鍛治さんがおっしゃられていました。 

 

ジャムのビン等

にも点字があり

ますよ。 

言葉の区切りを意識して

点訳することが大切です。 

 



                    

 

    

 ～みんなの心を乗せて～ 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は災害支援ニュース Vol.9 もご覧ください。                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

「自分のしたことは、復興のごく一部でしか                    

ないと思いながらも、皆で力を合わせればど          

んなこともできるのだと思いました。」 

「《継続は力なり》本当に長期の支援の必要性

を痛感しました。」 

災害ボランティア支援金に災害ボランティア支援金に災害ボランティア支援金に災害ボランティア支援金に    

ぜひご協力ください！ぜひご協力ください！ぜひご協力ください！ぜひご協力ください！    

    

用途：被災地へのボランティアバス運行支援など、 

被災地（三田市外）での 

災害ボランティア活動に関する費用 

ご協力いただく際は 

「災害ボランティア支援金」 

と窓口にてお伝えください。 

 

問合せ:三田市社会福祉協議会総務係 

         電話：559-5940 

「第 1 号さんだボランティアバス」は、5 月 6

日に宮城県石巻市へ、「第 2 号さんだボランティ

アバス」は 6 月 10 日に宮城県気仙沼市へ向けて

出発し、2 日間の活動を終えて 4 日目の早朝に

帰着しました。 

 ご参加いただいたボランティアの皆さん、お

疲れ様でした。  



                    

 

その他の保険  

○兵庫県ボランティア・市民活動災害共済保険（活動中の事故）   

○兵庫県ボランティア活動等行事保険（行事中の事故） 

○兵庫県移送サービス交通傷害保険（移送サービス中の交通事故） 

○ 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済（災害特例型） 

この保険は、加入されたボランティアの方が自発的な意思に基づき、日本 

国内において他人や地域・社会に貢献するなど社会的に意義があるボランテ 

ィア活動中（往復途上を含む）の万が一の事故に備えていただくためのもの 

です。災害ボランティアの活動をはじめる前には、被災地に出向く前に保険 

（災害特例型）にご加入することをおすすめします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

掛金 １名につき３００円 

補償期間 加入当日より適用（平成２４年３月３１日２４時まで） 

 

※詳細は、ボランティア活動センターまでお問い合わせください。 

※なお、通常の「ボランティア・市民活動災害共済」では対応出来ませんのでご注

意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 自発的な意思と責任により参加・行動することが基本です。体調が悪ければ、参加を中止

することが肝心です。  

２． 被災地に到着した後は、必ず災害救援ボランティアセンターを訪れ、ボランティア活動の登

録を行ってください。緊急連絡先・連絡網を必ず確認しておきましょう。 

３． 被災地で活動する際の宿所はボランティア自身が手配してください。水、食料、その他身の

回りのものについてもボランティア自身が事前に用意し、携行してください。  

４． 被災地では、被災した方々の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーある行動と言葉

づかいでボランティア活動に参加してください。  

５． 自分にできる範囲の活動を行ってください。無理な活動は、思わぬ事故につながり、かえっ

て被災地の人々の負担となってしまいます。備えとして、ボランティア活動保険に加入しまし

ょう。  

手続きは、各地域福祉支援室（ウッディ・フラワー・広野・藍市民センター 

・高平ふるさと交流センター）・多世代交流館でも出来ます！！ 

 



                    

 

ボランティア活動センター（三田市総合福祉保健センター内） 

◆開所時間 ： 月曜日～土曜日 9:00～17:30（ 祝日・年末年始を除く） 

◆お問合せ先 ： ボランティア活動センター  TEL.564-0410  FAX.559-5945 

                       E メール vcen@sanda-shakyo.or.jp 

広野本庄地域福祉支援室内（広野市民センター内） 

◆開所時間 ： 月曜日～金曜日 9:00～17:30 

（ 祝日・年末年始を除く・市民センター休館日の週は土曜日に開所します） 

◆お問合せ先 ： 広野本庄地域福祉支援室  TEL.560-5822  FAX.560-5823 

                       E メール vcen@sanda-shakyo.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域にボランティアの輪を！ 

 
○ 「わたしにもできるボランティア活動があるのかな？」と思われる方に、身近な地域だ

からこそできる活動をご紹介します。 

○ 地域の中でいろいろな特技や専門性を持つ方たちの知識や経験を活かしていただける

よう、ネットワークづくりや活動の場づくりを応援します。 

 

 

                                           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               お待ちしております！ 

ⅠⅠⅠⅠｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ    
さんだボラセンだより      

20１1 年  初夏号 

身近な地域でのボランティア活

動を一緒に考えていきません

か？ 

ボランティア保険のお手続きも

していただけます！ 

ぜひご相談、ご来所くださいね。 

 

ボランティア活動センター 

キャラクターの 

ボラタンです♪ 

 

新しく 

オープンしたよ！ 

 


